
警備保障業務委託（龍野城・聚遠亭）仕様書 

 

たつの市（以下「甲」という。）が委託する警備業務の仕様は下記 のとおりとする。 

 

第１条 受託者（以下「乙」という。）は、甲の施設の火災、盗難、破壊、不法侵入、加害行為を発

見し、拡大防止にあたるほか、甲の計器類の異常を発見することにより甲が所有する施設ならび

に施設の利用者の人命、財産を保護し、市の業務の円滑な運営に寄与し、その安全を保障するた

め、警備業務を実施するものとする。 

第２条 警備対象物件は、 別紙一覧のとおりとする。 

第３条 警備方法は、機械警備システムとする。 

第４条 警備委託期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日 までとする。（地方自治法

第２４３条の３に規定する長期継続契約） 

第５条 甲は乙に対し、警備業務遂行のために必要な権限を付与するものとする。 

第６条 警備時間ならびに警備責任時間は、対象物件の閉館、休館時間の間とする。 

第７条 警備内容は、次のとおりとする。 

１ 警備機構 

⑴ 警備装置 

警備対象物件で発生した異常事態を乙の事務所へ即刻自動的に通報する機能を有する。 

⑵ 乙の事務所 

乙は市内に事務所等を有し、警備実施期間中、警報受信装置を間断なく監視するとともに、

常に機動隊との連絡を保持する。 

⑶ 機動隊 

常に乙の事務所と連絡を保持し、警備対象物件の異常に備える。 

２ 警備開始時と終了時の取扱い 

⑴ 警備開始時における取扱い 

① 甲における取扱い 

ア 甲の最終退館者は、防火、防犯、その他の事故防止上、必要な処置をなし、確認ランプ

で各警報機器のセット状況を確認する。 

イ 次に最終退館者は、退出口を施錠した後、外部に設置したキー・ボックスの電源及び回

路を確認し、ＯＮ（警備）の状態にセットする。 

② 乙における取扱い 

甲の最終退館者のキー・ボックスの操作により自動的に標示されるＯＮ（警備）の信号を

確認し、警備を開始する。 

⑵ 警備終了時における取扱い 

① 甲における取扱い 

甲の最初の入館者は、入館前に外部に設置したキー・ボックスをＯＦＦ（解除）にセット

する。 



② 乙における取扱い 

甲の最初の入館者のキー・ボックス操作により自動的に標示されるＯＦＦ（解除）の信号

を確認し、警備を終了する。 

３ 警備実施時間中における甲の入館は、原則として認めない。ただし、やむを得ない場合のみ入

館できる措置を講じるものとする。 

第８条 異常事態発生時における乙の処置 

１ 警報受信装置により、甲の警備対象物件に異常事態が発生したことを確認したとき、乙は機動

隊をすみやかに急行せしめ、異常事態を確認するとともに事態の拡大防止にあたる。 

２ 警備対象物件に到着した機動隊は、異常事態を確認後、事業所へその状況を連絡し、必要に応

じて関係先へ連絡する。 

３ あらかじめ届出ている甲の当該緊急連絡者へ連絡する。 

第９条 事故報告書等の提出 

警備実施中に事故が発生したときは、乙は、事故報告書を甲の警備責任者に提出する。 

第10条 鍵の預託 

警備実施に必要な鍵は、甲・乙相互に預託、甲から乙へは異常事態発生時の立入りのため、館出

入口の合鍵を預託、乙から甲へはキー・ボックス用の鍵を預託し、預託された鍵は、それぞれが

厳重な取扱いと保管をなすものとする。 

第11条 警報装置の保守点検 

乙は設置した警報装置の機能について、随時保守点検を行うものとし、点検の都度、その状況を

甲に報告するものとする。 

第12条 機械警備を実施するために、警備対象に設置する警報機器およびこれに付帯する一切の取付

費、撤去費その他の経費は乙が負担し、乙の所有に属する。 

第13条 甲の警備対象物件から、乙の事業所へ即刻、自動的に通報する機能を有するものとする。 

第14条 乙は、自らの事情により第４条に規定する期間中、第３条に規定する警備が執行できない事

態が生じた場合は、あらかじめ甲の承認を得てすみやかに本仕様書に規定する警備体制の実現に

努めるとともに、他の方法により、第１条に規定する業務を実施しなければならない。 

第15条 その他、この仕様に定めのない事項については、甲・乙双方において充分協議するものとす

る 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 

警備対象物件 

名称 位置 

龍野城 たつの市龍野町上霞城128-1 

聚遠亭 たつの市龍野町中霞城6 

   


